
○ 認定こども園法の改正により、「学校及び児童福祉施設としての法的位置付けを持つ単一の

施設」 として、新たな「幼保連携型認定こども園」が創設。

○ 新たな「幼保連携型認定こども園」は、学校教育と保育を一体的に提供する施設であるため、

その職員である「保育教諭」については、「幼稚園教諭免許状」と「保育士資格」の両方の免許・

資格を有していることを原則としている。

○ 一方、幼稚園・保育所で働く幼稚園教諭・保育士のうち１／４程度は、いずれかの免許・資格

で勤務している。

新たな「幼保連携型認定こども園」への円滑な移行を進めるため、改正認定こども園法では、

施行後５年間は、 「幼稚園教諭免許状」または「保育士資格」のいずれかを有していれば、「保

育教諭」となることができるとする経過措置を設けている。

幼稚園
（学校）

保育所
（児童福祉施設）

幼保連携型認定こども園
（学校及び児童福祉施設）

○ 幼稚園は学校教育法に基づく認可

○ 保育所は児童福祉法に基づく認可

○ それぞれの法体系に基づく指導監督

○ 幼稚園・保育所それぞれの財政措置

○ 改正認定こども園法に基づく単一の認可

○ 指導監督の一本化

○ 財政措置は「施設型給付」で一本化

〔現行制度〕 〔改正後〕

幼保連携型認定こども園と保育教諭 資料２－３
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○就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成18年法律第
77号）（抄）

（職員）
第十四条 幼保連携型認定こども園には、園長及び保育教諭を置かなければならない。

２ 幼保連携型認定こども園には、前項に規定するもののほか、副園長、教頭、主幹保育教諭、指導保育教諭、主幹養
護教諭、養護教諭、主幹栄養教諭、栄養教諭、事務職員、養護助教諭その他必要な職員を置くことができる。
３～１９ （略）

（職員の資格）

第十五条 主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭及び講師（保育教諭に準ずる職務に従事するものに限る。）は、幼
稚園の教諭の普通免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状
をいう。以下この条において同じ。）を有し、かつ、児童福祉法第十八条の十八第一項の登録（第四項及び第三十九条
において単に「登録」という。）を受けた者でなければならない。
２～６ （略）

附 則 （平成24年法律第66号）
（保育教諭等の資格の特例）

第五条 施行日から起算して五年間は、新認定こども園法第十五条第一項の規定にかかわらず、幼稚園の教諭の普通
免許状（教育職員免許法（昭和二十四年法律第百四十七号）第四条第二項に規定する普通免許状をいう。）を有する
者又は児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の十八第一項の登録（第三項において単に「登録」と
いう。）を受けた者は、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭又は講師（保育教諭に準ずる職務に従事するものに限
る。）となることができる。

２ 施行日から起算して五年間は、新認定こども園法第十五条第四項の規定にかかわらず、幼稚園の助教諭の臨時免
許状（教育職員免許法第四条第四項に規定する臨時免許状をいう。）を有する者は、助保育教諭又は講師（助保育教
諭に準ずる職務に従事するものに限る。）となることができる。

３ 施行日から起算して五年間は、教育職員免許法及び教育公務員特例法の一部を改正する法律（平成十九年法律第
九十八号）附則第二条第七項に規定する旧免許状所持者であって、同条第二項に規定する更新講習修了確認を受け
ずに同条第三項に規定する修了確認期限を経過し、その後に同項第三号に規定する免許管理者による確認を受けて
いないもの（登録を受けている者に限る。）については、同条第七項の規定は、適用しない。 2



附則
７ 免許法附則第十九項に規定する文部科学省令で定める基礎資格は、次の各号に掲げる免許状の区分に応じ、当該各号に定
めるものとする。
一 幼稚園教諭の一種免許状 学士の学位を有すること（学校教育法第百二条第二項の規定により大学院への入学を認められ
る場合を含む。）、かつ、児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施
設を卒業していること又は同法第十八条の八第一項に規定する保育士試験若しくは国家戦略特別区域法（平成二十五年法
律第百七号）第十二条の四第六項に規定する国家戦略特別区域限定保育士試験に合格していること。
二 幼稚園教諭の二種免許状 児童福祉法第十八条の六第一号に規定する指定保育士養成施設を卒業していること又は同法
第十八条の八第一項に規定する保育士試験若しくは国家戦略特別区域法第十二条の四第六項に規定する国家戦略特別区
域限定保育士試験に合格していること。

８ 免許法附則第十九項に規定する文部科学省令で定める職員は、次に掲げる者とする。
一 幼稚園（特別支援学校の幼稚部を含む。附則第十項の表備考第一号において同じ。）において専ら幼児の保育に従事する
職員
二 幼保連携型認定こども園において園児の教育及び保育に従事する職員
三 次に掲げる施設の保育士（国家戦略特別区域法第十二条の四第五項に規定する事業実施区域内にある施設にあつては、
保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士）

○教育職員免許法（昭和24年法律第147号）（抄）

附則
１９ 児童福祉法（昭和二十二年法律第百六十四号）第十八条の十八第一項に規定する保育士の登録をしている者であつて学士
の学位又は短期大学士の学位その他の文部科学省令で定める基礎資格を有するものに対して教育職員検定により幼稚園の
教諭の一種免許状又は二種免許状を授与する場合における学力及び実務の検定は、認定こども園法一部改正法の施行の日
から起算して五年を経過するまでの間は、第六条第二項の規定にかかわらず、当該基礎資格を取得した後文部科学省令で定
める職員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を有することを必要とする最低在職年数及び当該基礎資格
を取得した後大学その他の文部科学省令で定める機関において修得することを必要とする最低単位数として文部科学省令で
定めるものによるものとする。この場合において、同条第四項及び第九条第四項の規定の適用については、第六条第四項中
「得た日」とあるのは「得た日又は附則第十九項の文部科学省令で定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令
で定める最低単位数を修得した日」と、第九条第四項中「得た日」とあるのは「得た日若しくは附則第十九項の文部科学省令で
定める最低在職年数を満たし、かつ、同項の文部科学省令で定める最低単位数を修得した日」とする。

○教育職員免許法施行規則（昭和29年文部令第26号）（抄）
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第１欄 第２欄 第３欄

受けようとする免許状
の種類

附則第七項各号に掲げる免許状の区分に応じそれぞれ当該各
号に定める基礎資格を取得した後、附則第八項に規定する職
員として良好な成績で勤務した旨の実務証明責任者の証明を
有することを必要とする最低在職年数

附則第七項各号に掲げる免許状の区分に
応じそれぞれ当該各号に定める基礎資格
を取得した後、前項に規定する機関におい
て修得することを必要とする最低単位数

幼稚園
教諭

一種免許状 三（勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。） 八

二種免許状 三（勤務時間の合計が四千三百二十時間以上の場合に限る。） 八

備考
一 第二欄の実務証明責任者は、附則第八項第一号及び第二号に掲げる者にあつては幼稚園の教員についての免許法別表第三の第
三欄に規定する実務証明責任者と同様とし、同項第三号に掲げる者にあつてはその者が勤務した施設の設置者とする。
二 第三欄に定める単位の修得方法は、第六条第一項の表に定める教職の意義等に関する科目二単位以上（教職の意義及び教員の
役割並びに教員の職務内容（研修、服務及び身分保障等を含む。）に係る二単位以上を含む。）、教育の基礎理論に関する科目二単位
以上（教育に関する社会的、制度的又は経営的事項に係る二単位以上を含む。）、教育課程及び指導法に関する科目三単位以上（教
育課程の意義及び編成の方法に係る一単位以上並びに保育内容の指導法並びに教育の方法及び技術（情報機器及び教材の活用を
含む。）に係る二単位以上を含む。）並びに生徒指導、教育相談及び進路指導等に関する科目一単位以上（幼児理解の理論及び方法
に係る一単位以上を含む。）を修得するものとする。
三 この表により免許状の授与を受けようとする者が前号の規定により修得するものとされる科目の単位を修得したものであるときは、そ
の者は、その修得した科目の単位を第三欄に掲げる単位数に含めることができる。
四 一種免許状に係る第三欄に定める単位数は、学位規則第六条第一項に規定する独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が定め
る要件を満たす短期大学の専攻科の課程において修得することができる。
五 第三欄の単位数は、文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関において修得した単位、文部科学大臣の認定する講習、大学の公
開講座若しくは通信教育において修得した単位又は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験の合格により修得した単位をもつて替え
ることができる。
六 前号に規定する文部科学大臣の指定する養護教諭養成機関、文部科学大臣の認定する講習、大学の公開講座若しくは通信教育又
は文部科学大臣が大学に委嘱して行う試験については、第四章、第五章、第五章の二、第六章又は第七章の規定を、第三欄に定める
単位の計算方法については第一条の二の規定をそれぞれ準用する。

イ 児童福祉法第三十九条第一項に規定する保育所
ロ 児童福祉法第五十九条第一項に規定する施設のうち同法第三十九条第一項に規定する業務を目的とするものであつて
就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（平成十八年法律第七十七号）第三条第一項
又は第三項の認定を受けたもの及び同条第九項の規定による公示がされたもの
ハ イ及びロに掲げるものに準ずる施設として文部科学大臣が厚生労働大臣と協議して定めるもの

９ 免許法附則第十九項に規定する文部科学省令で定める機関は、大学とする。

１０ 免許法附則第十九項に規定する最低在職年数及び最低単位数として文部科学省令で定めるものは、次の表に定めるところ
による。
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